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水産基本法及び漁港漁場整備法の制定（平成１３年度）を踏まえ、漁港と漁場の一体的・総合
的な計画制度の下、ソフト施策と連携を図りつつ、安全で安心な水産物の安定的な提供に資する
とともに、自然との共生及び都市住民との交流の促進を図るため 「水産基盤整備事業 「漁港、 」、
海岸整備事業」及び「漁業経営構造改善事業」などに取り組みます。

漁港グループ

１ 治山・治水・海岸保全対策の推進
(1) 県営緊急津波対策海岸保全事業費（国1/2･県1/2 〔97頁〕）

－ 千円（22当初:51,375千円）
25,200千円（6月補正）

短時間で閉鎖が可能になり、併せて浸水時間を遅らせることで避難時間を確保し、人的
な被害を最小限に抑えるため、海岸保全施設である防潮扉､水門等の開閉操作の動力化を
行います。

(2) 市町営緊急津波対策海岸保全事業費（国50/100・県35/100）
51,651千円（22当初: 48,589千円）

短時間で閉鎖が可能になり、併せて浸水時間を遅らせることで避難時間を確保し、人的
な被害を最小限に抑えるため、海岸保全施設である防潮扉、水門について、開閉操作の動
力化等の整備を行う市町に対して助成します。

(3) 県営漁港海岸保全事業費（国2/3～1/2･県1/2～1/3） 273,904千円（22当初:359,625千円）
175,146千円（6月補正）

津波、高潮、波浪等から海岸を防護し、魅力ある海岸環境の保全と創出を図るため、施
設整備を行います。

(4) 市町営漁港海岸保全事業費（国2/3～1/2・県35/100～14/60）
68,211千円（22当初: 78,910千円）
65,625千円（6月補正）

津波、高潮、波浪等から海岸を防護し、魅力ある海岸環境の保全と創出を図るため、施
設整備を行う市町に対して助成します。

(5) 漁港・海岸維持修繕事業費（県単） 8,800千円（22当初:7,540千円）
県が管理を行っている漁港及び漁港海岸において、国の補助対象とならない小規模な漁

港及び海岸保全施設の改良を行います。

安全で安心な水産物の安定的な提供２
(1) 県営養殖基地機能向上事業費（国5/10・県3.5/10 〔96頁〕）

188,579千円（22当初:256,875千円）
171千円（6月補正）

東紀州にある主要な養殖基地において、高齢者や新規就職者等が働きやすい養殖基地づ
くりを進め、県民への水産物の安定供給や水産物の鮮度保持による付加価値化に努め、漁
業収入の安定や就職者の定着につなげます。



(2) 市町営農山漁村地域整備事業費（国5/10・県3/10～1/10）
194,022千円（22当初:201,806千円）
1,208千円（6月補正）

漁港機能の増進と安全性の確保のため、漁港施設の整備拡充を行うとともに水産資源の
維持及び増大を図るため、共同漁業権内等地先における漁場施設の整備拡充を行う市町に
対して助成します。

(3) 県営漁港関連道路事業費（国5.5/10～5/10・県1/3～3.25/10）
209,450千円（22当初:165,427千円）
154,098千円（6月補正）

漁獲物・漁業用資材の輸送の合理化を図るため、関連道路を整備します。
(4) 県営水産物供給基盤機能保全事業費（国8/10～5/10・県5/10～2/10）

－ 千円（22当初: 61,649千円)
27,764千円（6月補正）

施設を長寿命化し、ライフサイクルコストの最小化を図るため、漁港施設の機能保全計
画を策定し、保全工事を行います。

(5) 市町営水産物供給基盤機能保全事業費（国8/10～5/10・県5/10～2/10）
－ 千円（22当初: －千円)

41,773千円（6月補正）
施設を長寿命化し、ライフサイクルコストの最小化を図るため、漁港施設の機能保全計

画を策定し、保全工事を行います。
(6) 県単漁港改良事業費（県単） 28,658千円（22当初:46,470千円）

8,800千円（6月補正)
国の補助対象とならない小規模な漁港関係施設の改良を行います。

(7) 県単漁港環境整備事業費（県単） 12,770千円（22当初:12,770千円）
安全で使いやすい漁港の整備及び漁港区域内の美化、環境保全を図ります。

(8) 漁港管理費（県単） 4,314千円（22当初: 3,673千円）
県営漁港の管理に伴う経費。

(9) 県営漁港施設災害復旧事業費（国2/3・県1/3） 49,063千円（22当初:49,063千円）
災害により被害を受けた漁港、海岸施設の機能をすみやかに復旧します。

水環境の保全３
(1) 漁業集落排水整備支援事業費(県単) 3,212千円（22当初: 9,563千円）

32,233千円（6月補正）
漁村の生活環境及び水域環境の改善を図るため、地域再生基盤漁業集落排水整備事業に

おける漁業集落排水整備について、市町の起債償還に対して支援します。

漁場グループ

安全で安心な水産物の安定的な提供１
〔97頁〕(1) 水域環境保全創造事業費（県1/2・国1/2、一部県単）
486,010千円（22当初:773,241千円）
50,762千円（6月補正）

沿岸海域において、効用の低下している漁業生産力及び水質浄化機能の回復や水産資源
の生息場の環境改善を図るため、県において干潟・浅場の造成・再生、底泥の浚渫及び藻
場造成などを実施します。



(2) 熊野灘海域浮魚礁設置事業費（県1/2・国1/2 49,440千円（22当初:146,213千円））〔97頁〕
77,210千円（6月補正）

熊野灘海域において、かつお等の回遊性魚類をい集させ、生産性の向上及び地元への水
揚げの増加を図るため、浮魚礁の設置を実施します。

(3) 広域漁場整備事業費（県1/2・国1/2） 229,871千円（22当初:173,647千円）
共同漁業権の区域外において、沿岸水域の生産力の維持増大を図るため、県において利

用が広範囲にわたる規模の大きな漁場施設の整備を実施します。
(4) 県単沿岸漁場整備事業費（県単） 22,665千円（22当初: 32,379千円）

85,000千円（4月補正）
14,624千円（6月補正）

受益者数、規模、構造等が国の採択規準に満たない小規模な事業を実施する市町等に対
して助成するとともに、県において漁場整備のための調査や県営施設の維持管理等を実施
します。

(5) 強い水産業づくり施設整備事業費（県1/6～1/20・国1/2～4/10）
247,436千円（22当初: 77,750千円）

持続的漁業生産体制を構築するのに必要な漁業生産基盤としての共同利用施設等の整備
を行う市町、漁業協同組合等に対して助成します。

新(6) 水産関係施設機能保全等支援事業費（県単） 3,000千円（22当初: － 千円）
既存施設の機能保全、省力化、省エネルギー化並びに環境対策等に係る施設整備を行う

市町、漁業協同組合等に対して助成します。
新(7) 水産業共同利用施設災害復旧事業費（国10/10） 50,000千円（6月補正）

東日本大震災に起因する津波により被害を受けた魚類養殖の共同利用施設の復旧を行う
市町、漁業協同組合等に対して助成します。

新(8) 水産養殖施設防災対策促進事業費（県単） 7,000千円（6月補正）
沿岸海域の魚類、真珠及びカキ等の養殖施設について、海象条件等を考慮した施設計画

及び構造を検討し、台風等による施設被害を軽減します。
新(9) 水産業共同利用施設災害復旧特別補助事業費（県1/3） 10,000千円（6月補正）

東日本大震災に起因する津波により被害を受けた養殖施設等の共同利用施設の被害に対
し、施設の復旧や防災対策の改良を行う市町、漁業協同組合等に対して助成します。

新(10) 共同利用施設点検調査緊急雇用創出事業（三重県緊急雇用創出事業）
5,000千円（6月補正）

東日本大震災の状況に鑑み、食料の安定供給に資する荷さばき施設や製氷施設等の重要
構造物について施設の点検調査を行い、今後の施設保全や耐震化のための基礎資料を作成
します。


